
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LL 紙パックリサイクル推進研究会  座長、副座長、監事交代 

2022 年度 運営委員発表 / 会員全体会議をオンライン開催 
 

 

 LL 紙パックリサイクル推進研究会（略称「LL 研」）

は、資源の有効活用を図り、循環型社会の形成を実

現するため、LL 紙パック（ロングライフ仕様のア

ルミ付紙パック（酒類を除く））に関する回収・リ

サイクル事例の調査・研究などを行っています。LL

研は 2007 年 4 月、印刷工業会液体カートン部会 7

社で発足し、現在は飲料メーカー、紙パックメーカ

ー、再生紙メーカーなど、28社4団体で構成されて

います（最終面の会員リスト参照）。会員カバー率

は国内市場に流通する LL 紙パックの 80％に達して

います。 

 本号では 2022 年度前半の活動についてお知らせ

します。 

 

新年度スタート 

5月 20日に開催された第1回運営委員会は、新型

コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、本年

度もオンラインでの実施としました。役員選任のほ

か、本年度の活動方針、活動計画、予算などについ

て協議しました。運営委員会に先立ち、昨年度の活

動・会計報告について厳正に監査を行い、監事の承

認を得ました。 

本年度の運営体制は下記のとおりです。役員を含

む 5 名の委員の交代があり、新任の役員として、別

所座長、大森副座長、森監事が選任されました。ま

た、引き続き株式会社ダイナックス都市環境研究所

が事務局を務めることになりました。 

 

◆ 2022 年度運営委員等 

座 長：キリンホールディングス株式会社 CSV 戦

略部 主務          別所 孝彦 

副座長：日本製紙株式会社 紙パック営業統括部 

主席調査役         有本 敦 

副座長：日本テトラパック株式会社  サステナビ

リティ部 ディレクター   大森 悠子 

監 事：森永乳業株式会社 サステナビリティ推進

部環境マネジメントグループグループ長 

                  森 哲志 

委 員：カゴメ株式会社 品質保証部 環境システ

ムグループ 課長      日沼 仁志 

委 員：一般社団法人全国清涼飲料連合会 企画部 

副部長          加治木 浩則 

委 員：一般社団法人日本乳業協会 環境部 部長 

桒野 豊 

 29 



 

 

委 員：印刷工業会 専務理事    飯島 由紀 

事務局：株式会社ダイナックス都市環境研究所 主

任研究員          有間 俊彦 

 

 

2022 年度会員全体会議（2022 年 7 月 19 日） 

当研究会では、会員企業・団体の全体会合である

会員全体会議を年に 1 回、開催しています。新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大が続いていることか

ら、前年度と同様、本年度の会員全体会議もオンラ

インで開催しました。オンライン開催により参加が

可能となった会員も含めた 19 社・4 団体の 25 名が

参加しました。座長および 2 名いる副座長のうち 1

名、そして監事が交代し、新たな体制となったこと

を皆様にお知らせしました。昨年度の活動実績を振

り返るとともに、本年度の活動計画についての説明

を行いました。本年度も引き続き新型コロナウイル

ス感染症の新規感染者数の動向が不透明であり、集

団での行動を伴う行事を以前と同じかたちで行うこ

とが難しい状況にあります。そうした中でもアルミ

付紙パックの回収・リサイクルに関する情報を収集

し、皆様にお伝えしていくことは必要です。こうし

たことを踏まえた活動方針と計画についてお話しし

ました。 

以前は会員全体会議と同日に実施していた情報共

有化勉強会については、前回2022年3月（昨年度）

に実施してから間もないこともあり、会員全体会議

とは別の日程で行うこととしました。情報共有化勉

強会のテーマを検討し、感染症の状況を見ながら実

施方法を決めた上で、改めて詳細をお知らせします。 

 

 

※2022 年 9 月現在、エコプロ 2022 は、2022 年 12

月 7 日(水)～9 日(金)に東京ビッグサイト東ホール

で開催される予定です。 

 

 

 再生可能な資源である LL 紙パックをより有効に

利用するためのリサイクル促進に、皆様のご理解と

ご協力を賜りますよう、今後ともよろしくお願い申

し上げます。また、LL 紙パックのリサイクル事例

に関する情報がありましたら、お寄せください。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

LL 紙パックリサイクル推進研究会 

http://ll-pack-recycle.org/ 

座 長   別所 孝彦 

（キリンホールディングス株式会社） 

 

事務局 ――――――――――――――――― 

株式会社ダイナックス都市環境研究所 有間  

東京都港区西新橋 3 丁目 15-12 



 

 

平成 20 年 4 月 1 日制 定 

平成 29 年 2 月 24 日最終改正 

第1章  総則 

（名称） 

第1条 本会は、LL紙パックリサイクル推進研究会と称する。 

（事務所） 

第2条 本会は、主たる事務所を東京都に置く。 

（目的） 

第3条 本会は、資源・エネルギーの有効利用を図り、循環型社会の形成に寄与することを目

的に、LL紙パックのリサイクルについて、調査・研究及び会員間の啓発を行うことを目的とす

る。 

第2章  事業 

（事業） 

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

一  LL紙パックのリサイクルのための調査・研究 

二  LL紙パックについての環境情報の普及・啓発 

三  前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業 

第3章  組織 

（構成） 

第5条 本会の正会員はLL紙パックを利用もしくは製造する企業、団体（ホールディングス会

社等の関連会社を含む）またはLL紙パックのリサイクルを実施もしくは推進している企業、団

体とし、本会の目的に賛同し、所定の正会員会費を納入したものとする。 

２ 本会の賛助会員はLL紙パックリサイクルを実施又は推進している企業、団体（ホールディ

ングス会社等の関連会社を含む）の中で、古紙回収業、再生紙製造業等に携わり、本会の目的

に賛同し、所定の賛助会員会費を納入したものとする。 

（入会） 

第6条 本会に入会しようとする者は、運営委員会の承認を得なければならない。 

（退会） 

第7条 会員が退会しようとするときは、事前に書面をもって座長に届け出なければならない。 

（役員及び定数） 

第8条 本会に次の役員等を置く。 

座長 1名 副座長2名 監事1名 運営委員（座長、副座長、監事を含む）5名以上10名以内  

（役員の選任・会務） 

第9条 運営委員は正会員の自薦、他薦とする。 

２ 運営委員会において運営委員のうちから座長、副座長、監事を互選する。 

第10条 役員の会務を次の通り定める 

一  座長は本会を代表し会務を統括する。 

二  副座長は座長を補佐し､座長が会務に支障のあるときは､その職務を代理する。 

三  監事は本会における各年度の会計報告を監査する。 

（役員等の任期） 

第11条 本会の役員等の任期は1年とし、再任を妨げない。退職・異動等の事情による任期途

中の役員等の交代については退任する委員が交代する委員を指名する。但し、交代により指名

された委員の任期は、他の役員と同時に終了するものとする。 

第4章  運営および会計 

（事業年度） 

第12条 本会の事業年度は4月1日から翌年3月31日とする。 

（会員全体会議） 

第13条 本会の事業運営に関し、運営委員会を経て決議した予算及び計画を会員に報告するた

め、会員全体会議を開催する。 

２ 会員全体会議は原則として年1回、座長が招集する。 

３ 会員全体会議の議長は座長が行う。但し、議長を副座長若しくは運営委員から座長が指名

することが出来る。 

（運営委員会） 

第 14 条 本会の予算及び計画をはじめとする事業に関し審議するため、運営委員会を開催す

る。 

２ 運営委員会は原則として年3回、座長が招集する。但し、座長が必要と認めるときは、臨

時運営委員会を招集することができる。 

３ 運営委員会の判断により、運営委員会内に各種部会をおくことができる。 

４ 運営委員会の議長については第13条第3項の規定を準用する。 

５ 運営委員会の成立には､委員総数の半数を超える委員が出席することを必要とする。やむ

を得ない事情で出席できない運営委員は､委任状の提出により､出席者の数に加えるものとする。 

（会費） 

第15条 会費は運営委員会において決議し、書面にて会員に通知する。 

2 各会員は本会からの請求に基づき、期日までに会費を納入しなければならない。 

（事務局） 

第16条 本会に、事務を処理するため事務局を置く。 

（会則の変更） 

第17条 この会則に規定のないものの追加、会則の修正等が必要な場合は、運営委員会で検討

の上、定める。会員全体会議にて会員に報告する。 

 

附   則 この会則は平成20年4月1日から施行する。 

附   則 この会則は平成21年4月1日から施行する。 

附   則 この会則は平成22年4月1日から施行する。 

附   則 この会則は平成26年4月1日から施行する。 

附   則 この会則は平成27年4月1日から施行する。 

附   則 この会則は平成28年5月18日から施行する。 

附   則 この会則は平成29年4月1日から施行する。 

 

LL 紙パックリサイクル推進研究会 会則 


